
平成２７年１１月９日 

平成２７年度２級・３級販売士資格更新対象者の皆様へ 

旭川商工会議所 

（公印省略）

平成２７年度２級・３級販売士資格更新のご案内 

平素から、商工会議所の検定試験につきましては格別のご高配を賜りありがとうございます。 

さて、販売士制度は、変化の激しい小売・流通業界の第一線で活躍し続けていただくため、５年ごとの資格更新制度 

を設けており、貴台の販売士資格は、平成２８年３月３１日が有効期限となっております。 

つきましては、是非とも資格を更新し、引き続き販売士としてご活躍いただきたく、資格更新手続きに関して下記の 

とおりご案内いたします。 

資格更新のためには、平成２７年度中に資格更新講習会または資格更新通信教育講座を受講・修了し、所定の資格更 

新手続きを行っていただく必要がございます。 

なお、有効期限内に資格更新手続きを行わなかった場合、販売士資格は失効いたしますのでご注意ください。（ただ 

し、有効期限終了後１年以内に限り、猶予期間として更新手続きを受付しており、更新方法は指定通信教育講座での 

受講修了となり、その際の更新手数料は３，０９０円となりますのでご了承ください。） 

記 

更新対象者（資格の有効期限が平成２８年３月３１日の方）

認定証（カード）に以下の証書番号が記載されている方（○○○○○には個別の５ケタの数字が入ります。）

２級販売士 ３級販売士 

証 ３－２－第○○○○○号 

 証 ８－２－第○○○○○号 

 証１３－２－第○○○○○号 

 証１８－２－第○○○○○号 

 証２３－２－第○○○○○号 

 証２８－２－第○○○○○号 

 証３３－２－第○○○○○号 

 証３８－２－第○○○○○号 

証 ３－３－第○○○○○号    証 ８－３－第○○○○○号 

証１６－３－第○○○○○号    証１７－３－第○○○○○号 

証２６―３－第○○○○○号    証２７－３－第○○○○○号 

証３６－３－第○○○○○号    証３７－３－第○○○○○号 

証４６－３－第○○○○○号    証４７－３－第○○○○○号 

証５６－３－第○○○○○号    証５７－３－第○○○○○号 

証６６－３－第○○○○○号    証６７－３－第○○○○○号 

 次の①～③のいずれかの資格更新方法で更新手続きを行ってください。 

① 資格更新講習会 

資格更新講習会を受講・修了していただき、所定の資格更新手続きを行うことにより資格を更新することができま

す。当所では、下記日程で資格更新講習会を開催いたしますので、所定の手続きによりお申込み下さいますようお

願いいたします。 

日   時  平成２８年１月１７日（日） 

      ＜２級＞ ９：３０～１５：３０ （受講時間 ５時間） 

      ＜３級＞ ９：３０～１２：３０ （受講時間 ３時間） 

      ※２級の方は、途中１時間の昼休憩があります。昼食は各自でご準備ください。 

場   所  旭川商工会議所 ２階 中ホール（旭川市常盤通１丁目道北経済センタービル） 

      ※駐車場はございませんので公共交通機関をご利用いただくか、周辺の有料駐車場をご利用下 

       さい。 

講   師  山室繊維㈱ 代表取締役社長 高橋国臣氏（旭川販売士協会会長） 

内  容  ＜３級＞ ●小売業を取り巻く環境の変化と今後の動向 ●小売形態の進化の方向 

      ＜２級＞  （３級の内容に加え）●人事管理 ●適正な仕入活動と新しい技術 



受 講 料  ＜２級＞ ６，０００円    ＜３級＞ ５，０００円  

 ※いずれも消費税、テキスト代、更新手数料2,060円を含みます。 

 ※申込受付後の取消及び当日欠席された場合の受講料返金はできませんので、ご了承ください。 

申込締切  平成２７年１２月１８日（金） ＜申込締め切りを過ぎた場合は受付できません。＞

申込方法  同封の別紙「受講申込書」「認定申請書」に必要事項をご記入のうえ、次のいずれかの方法にてお申込

み下さい。 

１） 窓  口… 受講申込書、認定申請書に受講料と認定証カードまたは合格証書（コピー可）を添 

      えて旭川商工会議所窓口までお申込み下さい。 

２） 現金書留… 受講申込書、認定申請書に受講料と認定証カードまたは合格証書のコピーを同封し 

      て申込締切日必着で旭川商工会議所窓口までお送り下さい。 

   そ の 他 ・当日のお子様同伴での受講はご遠慮下さい。 

        ・講習会受講満了された方に修了証明書をお渡しします。当日欠席・遅刻・途中退席などにより受講 

満了とならない場合、資格が更新されません。その場合、指定通信教育講座をお申込み直していた 

だき、通信講座修了後、資格更新の手続きを行ってください。 

②資格更新通信教育講座 

 講習会を受講されない場合は、一般社団法人日本販売士協会主催の通信教育講座を受講・修了後に当所窓口で資格更 

 新手続きを行うことにより資格を更新することができます。予め余裕をもって、通信教育講座を受講・修了してくだ 

さい。なお、通信教育講座受講をご希望の方は同封の「平成２７年度販売士資格更新通信教育講座」案内をご覧いた 

だき、一般社団法人日本販売士協会へ直接お申込み下さい。 

  ＜通信教育講座修了後の更新手続き方法＞ 

   更新手続期限＜平成２８年３月２５日（金）＞までに下記の必要書類等を旭川商工会議所窓口に直接お持ちい 

ただくか、または現金書留にて旭川商工会議所まで送付し資格更新手続きを行って下さい。 

１． 資格更新通信教育講座修了証明書           ２．認定申請書（同封）   

２． 認定証カードまたは合格証書（郵送の場合はコピー）  ４．更新手数料２，０６０円 

③上級資格の取得

更新する該当級よりも上級の資格（有効期限が平成２９年３月３１日以降のもの）を取得されている方は講習会受講 

等の必要はありません。 

＜上級資格取得による更新手続き方法＞ 

更新手続期限＜平成２８年３月２５日（金）＞までに下記の必要書類等を旭川商工会議所窓口まで直接お持ち 

いただくか、または現金書留にて旭川商工会議所まで送付し資格更新手続きを行ってください。 

１．認定申請書（同封）            ２．更新手数料２，０６０円 

３．更新対象級と上位級両方の「販売士認定証」 

★資格更新対象者につきましては、平成２２年度に旭川商工会議所で資格を取得・更新された方へご案内を送付しております。 

★現在、転居等により市外・道外にお住まいで旭川商工会議所以外の各地商工会議所で更新手続きを行う方は、受付期間、更

新手続きの方法等が異なりますので直接各地商工会議所へご確認下さい。（最寄りの商工会議所が分からない等、ご不明な点

がございましたら当所へお問い合せ下さい。） 

販売士資格更新に関するお申込・お問い合せ先 

旭川商工会議所 産業支援部経営支援課 

〒070-8540 旭川市常盤通１丁目道北経済センタービル３階 

        ＴＥＬ（0166）22-8414 ＦＡＸ（0166）22-2600 

業務時間：月～金8：30～17：00【土日祝日・年末年始～12月29日(火)～1月3日(日)は除きます～】



旭川商工会議所　御中

級

（〒　 　－　　　　）

（〒　 　－　　　　）

昭

平

※　本申込書にご記入いただいた情報につきましては、販売士資格更新講習会に関する連絡、各種
情報提供に使用いたします。

平成　　年　　月　　日

　年　月　日

平成２７年度　　販売士資格更新講習会受講申込書

現在級
発行団体 （商工会連合会）

商工会議所

（TEL 　　　   －　　　　－　　　　　）

　第　　　　　　号
現在級
取得日

名　称

所在地

現 在 級
証書番号

　証　　 －

生年月日

級

性　別 男　・　女　昭・平　　　　年　　　月　　　日（満　　　歳）

勤

務

先

ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ

氏　　名

現 住 所

（TEL 　　　   －　　　　－　　　　　）



平成２７年度   級販売士資格更新認定申請書 

旭川商工会議所 御中 

平成  年  月  日 

証 書 番 号 証   －      号

フリガナ

性 別
氏 名

 男 女  

生年月日 明・大・昭・平   年   月   日 生 

現 住 所

〒 －         都道 

                         府県 

（ＴＥＬ    －   －    ）

（E-mail             ）

勤 務 先

〔名称〕 

（ＴＥＬ    －   －    ）

（E-mail             ）

        (11) 百貨店 (20) 卸売業 

業 態 番 号  (12) スーパーマーケット (30) 製造業 

(13) 総合品ぞろえｽｰﾊﾟｰ 

(14) 専門店チェーン 

 (15) ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ 

(16) 一般小売業 

(41) 大学生   (42) 短大生 

(43) 専門・各種学校生 

(44) 高校生 

(50)  サービス業・飲食業 

  (17) その他小売業(ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ

ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ等) 

(60) コンサルタント等 

(70)  無職        (80)  その他 

※複数に該当する場合は主たるものを１つ選ぶこと 

資格更新

申請要件

の 種 類

１．資格更新講習会修了      ２．資格更新通信教育講座修了 

３．上級資格取得 

１．所定欄に必要事項を記入のうえ、当該事項に○印をつけてください。 

※データベース・システムの都合上、氏名・住所はＪＩＳ(日本工業規格)漢字コードの第１水準・第２水準の文字でのみ登録が可能です。つきまし

ては、氏名・住所に第１水準・第２水準以外の文字（例：「髙（はしごだか）」「﨑（たちさき）」など）が含まれる場合は、第１水準・第２水準の文

字（例：「高」「崎」といった文字、またはカタカナ）で当該欄にご記入くださいますようお願い申しあげます。

なお、第１水準・第２水準以外の文字でのご記入があった場合には、事務局にて第１水準・第２水準の文字に変更して登録いたしますので、予めご

了承くださいますようお願い申しあげます。

２．１級のみ、申請時の３カ月以内に撮影した正面、上半身脱帽、無背景、大きさ縦３㎝×横2.5cm 

の写真１枚を添付してください。 

（写真の裏面には、証書番号・氏名・商工会議所名を記入すること。） 

３．資格更新申請要件の証明書を１枚、添付してください。 

※本申請書にご記入いただいた情報につきましては、販売士資格更新に関する連絡、各種情報提供

に使用いたします。






